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都
市
再
生
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
参
照
条
文

○
都
市
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
二
号
）
（
抄
）

（
民
間
都
市
再
生
整
備
事
業
計
画
の
認
定
）

第
六
十
三
条

都
市
再
生
整
備
計
画
の
区
域
内
に
お
け
る
都
市
開
発
事
業
で
あ
っ
て
、
当
該
都
市
開
発
事
業
を
施
行
す
る
土
地
（
水
面
を
含
む
。
）
の
区
域
（
以
下
「
整
備

事
業
区
域
」
と
い
う
。
）
の
面
積
が
政
令
で
定
め
る
規
模
以
上
の
も
の
（
以
下
「
都
市
再
生
整
備
事
業
」
と
い
う
。
）
を
都
市
再
生
整
備
計
画
に
記
載
さ
れ
た
事
業
と
一

体
的
に
施
行
し
よ
う
と
す
る
民
間
事
業
者
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
都
市
再
生
整
備
事
業
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
民
間
都
市
再
生
整
備
事

業
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

（
略
）

○
都
市
再
生
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
百
九
十
号
）
（
抄
）

附

則

（
認
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
都
市
再
生
整
備
事
業
の
規
模
の
特
例
）

２

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
十
九
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
号
中
「
次
に
」
と
あ
る
の
は
「
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
」
と
、
同

号
イ
中
「
既
成
市
街
地
又
は
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
近
郊
整
備
地
帯
」
と
あ
る
の
は
「
既
成
市
街
地
」
と
、
同
号
ロ
中
「
既
成
都
市
区
域
又
は
同
条
第
四
項
に
規
定
す

る
近
郊
整
備
区
域
」
と
あ
る
の
は
「
既
成
都
市
区
域
」
と
、
同
号
ハ
中
「
都
市
整
備
区
域
」
と
あ
る
の
は
「
都
市
整
備
区
域
（
首
都
圏
、
近
畿
圏
及
び
中
部
圏
の
近
郊
整

備
地
帯
等
の
整
備
の
た
め
の
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
一
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
区
域
で
あ
る
も
の
に
限
る
。

）
」
と
、
同
条
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
規
定
中
「
ニ
ま
で
に
」
と
あ
る
の
は
「
ハ
ま
で
に
」
と
す
る
。


